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保険料払込期間

※保険料払込期間満了後、据置期間をおいてから
年金支払開始となる商品もあります。

確定年金

・・・・・・・・・・・・・・・・・

年金支払期間

●5年・10年・15年・20年などの一定期間、年金を受け取れます。
●商品によっては、100歳までの年金支払期間とすることもできます。
●年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残りの期間に対応する年金
を後継年金受取人が受け取れます。

保証期間付終身年金

・・・・・・・・・・・・・・・・・

保証期間

●被保険者が生存されている限り、一生涯年金を受け取れます。
●被保険者が死亡された場合でも、年金の支払総額が年金原資相当額に達する
までの期間（保証期間）は後継年金受取人が年金を受け取れます。
●契約時ではなく、年金支払開始時にこの受取方法を選択できる商品が一般的です。
商品によっては選択できないものもあります。

一生涯受取

（ご参考）
年金受取は、個人年金保険ならではの特⾧で、ライフプランに合わせ年金種類
を選択できます。

※年金支払開始時に年金受取にかえて年金原資を
一時金で受け取ることも可能です。









































380-0835 1126-1

386-0018 3-300-1

385-0051 3138-1

390-0835 5-19
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